
 

 

 

 

 

 

令和３年 2 月 

東 久 留 米 市  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

東久留米市公共下水道プラン 
－ 第 2 次 － 

～快適な住環境を支える持続可能な下水道～ 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

  



東久留米市公共下水道プラン-第 2 次- 

の策定にあたって   

 

 

東久留米市の公共下水道事業は、昭和 39 年に滝山団地の区画整理事業とともに始ま

りました。その後人口急増期から河川の汚濁が進んだことで下水道整備に対する市民要

望が多く、また国を上げての下水道の普及が叫ばれたこと等もあり、下水道の整備に力

を注いでまいりました。この結果、平成 15 年度末には汚水整備が概成し、市内全域で

水洗トイレが使える環境が整う等、衛生的で快適な生活が送れるようになりました。そ

れまで汚れていた河川の水質は見違えるように改善し、市民が親しめる河川環境となっ

てきたことは下水道事業の大きな成果でありました。 

黒目川、落合川の河川環境は、多くの市民ボランティア活動と下水道の整備により格

段に改善され、「落合川と南沢湧水群」は、環境省で認定する「平成の名水百選」に東

京都内では唯一選ばれました。 

しかしながら、現在までに整備してまいりました下水道施設は更新時期を迎え、整備促

進から管理運営の時代となってきています。また近年、大規模地震の発生や集中豪雨が

頻発しており、市民生活を守るためにも、強靭なまちづくりに取り組む必要があります。 

本プランは、「東久留米市公共下水道プラン（平成 23 年度～令和 2 年度）」に続く、

今後 10 年間の下水道事業の方向性と段階的な取組を示すものとして策定しております。

まちの将来像実現のため、「快適な住環境を支える持続可能な下水道」を基本理念とし、

これまでの取組の継続に加え、老朽管渠の改築更新の本格化、災害への備えなど強靭な

まちづくりに向けた取組を進めていきます。 

また、下水道事業が持続的なものとなるよう、経営の視点からも効率化・健全化を進

めていきます。 

 

市民の皆さまのご理解のもと、「快適な住環境を支える持続可能な下水道」を目指し、

適正な下水道事業の執行に努めてまいります。 

 

 

令和３年 2 月 

東久留米市長 
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下水道事業は、生活環境の改善と浸水の防除を目的に始まり、その後、公共用水域の

水質保全、処理水や汚泥の有効利用などの新たな役割を加えながら事業が推進されてき

ました。しかしながら、高度経済成長期に多く建設された施設は老朽化し更新時期を迎

えています。さらに、人口減少や少子高齢化の進展に伴い経営状況は厳しくなることが

想定されています。また、近年、東日本大震災や気候変動に伴う災害の発生や、全地球

規模での水質保全および水循環における問題が表面化しており、下水道事業が果たす役

割はますます重要なものとなっています。 

なお、本市の下水道を取り巻く環境としては、次が挙げられます。 

 

 

本市の下水道事業は、昭和 39 年の事業着手以来整備が進められ、

汚水処理人口普及率は 100%を達成しています。 

下水道事業においては、整備促進から管理運営の時代となり、今後も

引き続き下水道サービスの充実、維持を図っていく必要があります。 

 

近年、大規模地震の発生や集中豪雨が頻発し、大きな被害も発生し

ています。また、先に行なわれた市民アンケートでは、本市行政に

おける重要施策として“災害対策の充実”に対する回答が多く、防災

意識の高まりが伺えます。 

本市の下水道事業においては、下水道施設の耐震性の確認に努める

とともに、東京都による河川整備とも連携し、市内の雨水整備事業

に取組んでいます。今後も、下水道として、市民生活を守る強靭な

まちづくりの取組に貢献していく必要があります。 

 

本市には、落合川と南沢湧水群が、東京都で唯一、環境省の「平成

の名水百選」に選ばれるなど、多くの豊かな水環境が存在します。

また、平成 23 年に「湧水・清流保全都市宣言」を宣言し、湧水と清

流の保全に努めています。 

本市の下水道事業においては、汚水処理事業及び親水事業等を通し

て、この市の貴重な財産の保全に貢献しており、今後も継続してい

く必要があります

1-1． 策定の趣旨 

視点➀： 
下水道の 
充実・維持 

視点②： 
災害への備え 

視点③： 
水環境の保全 
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下水道事業は、地方公営企業として、独立した経営が求められ

ており、都市の経済活動や快適な市民生活等を支える下水道

サービスの持続的、安定的な提供のためには、安定した下水道

経営の実現が不可欠となります。 

本市の下水道事業においては、整備されたストックの管理費用

や改築更新投資等が必要であることや、将来的な人口減少によ

る使用料収入の減少等が見込まれていることなどから、下水道

経営の効率化・健全化に取組んでいく必要があります。 

 

本市ではこれまで、中・長期的な視点に立ち、今後 10 年間の下水道事業のあり方（方

向性）を示す「東久留米市公共下水道プラン（計画期間：平成 23 年度から平成 32 年度

まで）（以降、「前プラン」という）」を平成 22 年度に策定し、計画的な事業運営に努め

てきました。 

前プランの計画期間が終期を迎えることから、下水道事業を取り巻く環境に対応すべ

く、次期計画となる「東久留米市公共下水道プラン（計画期間：令和３年度から令和 12

年度まで）（以降、「本プラン」という」を策定しました。 

 

 
図 1-1 沢頭湧水 

視点④： 
下水道の安定
経営 
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本プランは、国土交通省の「新下水道ビジョン」や東京都の「下水道事業経営計画」

など、国や都の施策を踏まえつつ、本市の上位計画である「東久留米市第５次長期総合

計画」を踏まえ、下水道行政に対する関連計画として策定されたものです。 

なお、本プランの計画期間については、「東久留米市第５次長期総合計画」の計画期

間である、令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間とします。 

そのうち、最初の５年を前期計画、その後の５年を後期計画として、施策の優先度な

どを加味して各期間で行う施策を示します。 

 

図 1-2 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 計画期間 

 

 

国等の関連計画 
（下水道の方向性） 

東京都の関連計画 

東久留米市公共下水道プラン 

東久留米市第 5 次長期総合計画 

【関連計画】 

・東久留米市都市計画マスタープラン 

・東久留米市第二次環境基本計画 

・東久留米市第二次緑の基本計画 

・東久留米市財政健全経営計画〔実行プラン〕 

・東久留米市地域防災計画 

   など 

・新下水道ビジョン 

・新下水道ビジョン加速 

戦略 

・下水道技術ビジョン 

 

・東京都下水道事業経営 

計画 

・多摩川荒川等流域別 

下水道整備総合計画  

・荒川右岸東京流域下水

道事業計画 

 
各種下水道個別計画 

 

東久留米市公共下水道プラン（10年間） 

前期計画（５年間） 後期計画（５年間） 

令和3 年度  

 

 

令和7 年度  

 

 

令和8 年度  

 

 

令和12年度  

 

 

令和3 年度  

 

 

令和12年度  

 

 

長期的な方向性を検討 

令和13年度  

 

 

1-2． 計画の位置づけ 
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（1）汚水事業 

本市の下水道事業は、昭和 39 年に滝山団地の土地区画整理事業とともに始まり、分

流式下水道として、昭和 39 年 11 月に事業認可を取得し、昭和 43 年 6 月に供用を開始

しました。 

その後、東京都を事業主体とした「荒川右岸流域下水道計画」が具体化し、昭和 53

年より本市も流域関連公共下水道として整備を実施しています。 

この流域下水道とは、2 つ以上の市町村から出る下水を集めて、処理するものです。 

荒川右岸東京流域下水道は、本市の汚水と、東村山市・東大和市・清瀬市・西東京市

の大部分、武蔵野市・小金井市・小平市・武蔵村山市の一部の汚水を対象とし、東京都

の清瀬水再生センターで処理され、柳瀬川に放流しています。 

 

 

図 1-4 荒川右岸東京流域下水道（荒川右岸処理区）の概要 
 

本市の汚水整備については、市内 1,292ha を 10 の処理分区に分け、それぞれの処理

分区の汚水を公共下水道管渠で収集し、流域下水道管渠へ流入させています。また、市

内には地形的要因により、管渠勾配による自然流下が困難な箇所があるため、ポンプに

よる圧送が必要な区域があります。これらの汚水については、ポンプ場やマンホールポ

ンプにより、管渠勾配による自然流下が可能な箇所まで排水しています。 

昭和 39 年の事業着手以来、市内全域 1,292ha の事業計画を取得し、平成 15 年度末

には概成し、現在、汚水処理人口普及率 100%となっています。 

汚水：計画処理面積 8,042ha 

1-3． 東久留米市公共下水道事業の概要 
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図 1-5 本市公共下水道（汚水）の概要 

 

 

表 1-1 汚水整備の現状 

区分 項目 実績値 

面積 
全体計画面積 1,292ha 

整備区域面積 1,292ha（整備率 100％） 

人口 
行政人口 116,807 人 

処理区域内人口 116,807 人（人口普及率 100％） 

施設 

管渠 管径：φ200mm～φ1500mm  

総延長：約 297.4Km 

ポンプ場 

（下谷ポンプ場） 

敷地面積：1,730m2 

集水面積：152ha 

排水能力：44,640m3/日（ポンプ 5 基） 

マンホールポンプ 21 箇所 

注１. 面積は都市計画面積による表示 

注２. 人口は、令和 2 年４月１日現在 （外国人を含む） 

注３. 管渠総延長は令和元年度値 
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（2）雨水事業 

昭和 39 年の事業認可取得以降、汚水整備を先行してきましたが、昭和 62 年に小平

市、東村山市と協議を進め、「黒目川流域公共下水道雨水整備促進協議会」を設立し、

その後、一部区域については、東京都の協力を得て流域下水道としての整備が決定され、

平成 5 年度より流域下水道による雨水幹線管渠の整備が開始されました。本市もそれを

受け、流域関連公共下水道として平成 7 年度より本格的に雨水整備に着手しました。 

計画区域は、流域下水道管渠を経由して排水される区域（14 排水分区）と市の公共

下水道管渠から黒目川、落合川に排水される区域（20 排水区）に分かれています。 

これらの排水区域においては、現況排水管を活用するとともに、時間最大降雨量

50mm/hr を整備目標とした雨水管渠整備を鋭意進めています。また、市内には、雨水

流出抑制施設として、区画整理等の他事業で設置された雨水調整池も存在しています。 

なお、平成 30 年度末の下水道による整備面積は、179ha（全体計画に対する雨水整

備率 13.9％）となっています。 

 

 

図 1-8 本市公共下水道（雨水）の概要 
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表 1-2 雨水整備の現状 

区分 項目 実績値 

面積 

全体計画面積  1,292 ha 

事業計画面積 
588.52 ha 

（全体計画に対する事業計画取得率 45.5％） 

整備区域面積 
179 ha 

（全体計画に対する整備率 13.9％） 
（事業計画に対する整備率 30.4％） 

施設 

管渠 
管径：Ｕ240mm～φ2,800mm  
総延長：約 49.5Km 

流出抑制施設 ５箇所 

（内訳） 

・白山調整池 

貯留容量：２2,000m3 

・柳窪雨水調整池 

貯留容量：2,900m3 

・本町雨水調整池（駅西口地区） 

貯留容量：7,500m3 

・東口雨水調整池（駅東口地区） 

貯留容量：  300m3 

・東口第二雨水調整池（駅東口地区） 

貯留容量：2,500m3 

マンホールポンプ 2 箇所 

注１. 面積は都市計画面積による表示 

注２. 整備面積は令和元年度現在 

注３. 管渠総延長は令和元年度値 
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（1）前プランの取組状況 

前プランの取組状況を以下に示します。前プランでは、基本理念を「“快適生活と水と

緑をつなぐ下水道”を目指して」とし、3 つの基本方針（健全な水循環の再構築、安全・

安心なくらしの実現、下水道経営基盤の強化）のもと、下記施策に取組んできました。 

 

表 1-3(1) 前プランの取組状況 

施策 施策の展開 

取組目標（スケジュール） 

取組状況（結果） 

前期計画 後期計画 

平成 23 年度～ 

平成 27 年度 

平成 28 年度 

～ 

令和 2 年度 23 24 25 26 27 

施策１ 

汚水処理 

① 下 水 道 へ の

未 接 続 の 解

消 

戸別訪問等の実施による

接続促進 

（水洗化率 100％の達成） 

－ 

広報活動等を通した接続

促進を実施 

水洗化率 

99.2%（平成 22 年度）→ 

99.7%（令和元年度） 

②道路改修、計

画 道 路 の 整

備 に 合 わ せ

た管渠整備 

設計・施工 

（整備率 100％の維持） 
同左 

道路整備等に合わせ、適宜

管渠整備を実施 

整備率 100％を維持（汚 

水処理普及率 100％） 

③ 効 率 的 な 汚

水 処 理 へ の

取組 

設計・施工 

（ポンプ場流入区域の縮小） 
－ 

一部を自然流下への切替

工事を実施 

（平成 27 年:学園町幹線系

統、平成 30 年:大門町幹線

系統） 

流入区域 254.4ha 

が 152.0ha に減少した 

ことで、下谷ポンプ場の流入 

水量の削減効果を確認。 

※ただし、雨天時浸入水が多

いことから、今後は浸入水対

策が必要。 

東京都および関連市との

連携 

（流域全体としての効率的

な汚水処理） 

同左 

流域下水道構成市として、

東京都と連携して事業を

継続 

新たに広域化共同化の取 

組を実施中 

 
  

1-4． 前プランの取組状況と本プランで取組むべき課題 



 

10 

第

１

章 

東
久
留
米
市
公
共
下
水
道
プ
ラ
ン
策
定
の 

背
景
と
位
置
づ
け 

 

表 1-3(2) 前プランの取組状況 

施策 施策の展開 

取組目標（スケジュール） 

取組状況（結果） 

前期計画 後期計画 

平成 23 年度～ 

平成 27 年度 

平成 28 年度 

～ 

令和 2 年度 23 24 25 26 27 

施策２ 

水資源と

しての雨

水利用と

水循環へ

の活用 

① 雨 水 利 用 の

促進（雨水貯

留 施 設 の 設

置促進） 

関連部署との連携による

設置促進 

（雨水の有効利用） 

同左 

関連部局と連携した取組を

実施（市民・事業者 PR） 

    － 

② 雨 水 浸 透 の

促進（雨水浸

透 施 設 の 設

置促進） 

関連部署との連携による

設置促進 

（健全な水循環の創出） 

同左 

関連部局と連携した取組を

実施（市民・事業者 PR） 

雨水浸透ます設置助成 

世帯数（累計） 

745 世帯（平成 22 年度）→ 

780 世帯（令和元年度） 

③ 水 辺 空 間 の

整備 

設計・施工 

（黒目川上流域における水

辺空間の創出） 

－ 

平成 13 年度から平成 28 年

度にかけて、雨水整備を行

い治水対策の強化及び水辺

環境の整備を実施 

 しんやま親水広場等、市民 

が水とふれあう場として活 

用中 

施策３ 

浸水対策 

① 雨 水 対 策 施

設の整備 

設計・施工 

（雨水幹線・道路冠水実績地

区の優先整備） 

同左 

新規雨水整備を実施 

雨水整備率（市全域に対して） 

12.6%（平成 22 年度）→ 

13.9%（平成 30 年度） 

関連部署との連携による

設置促進 

（雨水流出抑制による超過

降雨対応） 

同左 

関連部局と連携した取組を

実施（市民・事業者 PR） 

雨水浸透ます設置助成 

世帯数（累計） 

745 世帯（平成 22 年度）→ 

780 世帯（令和元年度） 

施策４ 

地震対策 

① 管 渠 の 耐 震

化 

設計・施工 

（軌道下・避難

所化からの排水

を受ける管路の

耐震化） 

設計・施工 

（その他） 
同左 

平成 25 年度に一部管路施

設の耐震診断を実施し、耐

震性能を確認 

耐震性能の確認が一部のみ 

② ポ ン プ 場 の

耐震化 

設計・施工 

（耐震化） 
－ － － － 

令和元年度に下谷ポンプ場

の耐震診断を実施し、耐震

性能を確認 

 耐震性能を確保済み 

③ 業 務 継 続 計

画（BCP）の

策定 

－ － 

計画策定 

（ 災 害 時

の体制確

保） 

－ － 

平成 30 年度に業務継続計

画（ＢＣＰ）を策定 

災害時の体制確保検討済み 
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表 1-3(3) 前プランの取組状況 

施策 施策の展開 

取組目標（スケジュール） 

取組状況（結果） 

前期計画 後期計画 

平成 23 年度～ 

平成 27 年度 

平成 28 年度 

～ 

令和 2 年度 23 24 25 26 27 

施策 5 

維持管理 

長寿命化 

① 下 水 道 施 設

の適正管理 

維 持 管 理 情 報 の 一 元 管

理、水質監視・市民 PR 

（管理の効率化・徹底） 

同左 

下水道台帳の活用 

都と水質検査の共同化、油流入

防止キャンペーンを実施 

一部の管理の効率化を実施 

② 予 防 保 全 型

の維持管理 

調査・清掃の実施 

（計画的な維持管理） 
同左 

伏越し及びマンホールポン

プの年 1 回の清掃を実施 

下谷ポンプ場の維持管理は

民間委託により実施 

その他施設は発生対応型の

維持管理を実施 

緊急清掃実施件数 

年間 30 件程度 

③ 長 寿 命 化 対

策 
－ 

計画策定、対策の実施 

（優先度を加味した効率

的な対応） 

同左 

平成 23 年度に長寿命化基

本構想を策定 

平成 26 年度に長寿命化計

画（第三処理分区）を策定 

※平成 27 年度以降は、同計

画に基づく、設計・工事

を実施 

平成 30 年度にストックマ

ネジメント実施方針を策定 

長期的な視点のもと、優先度 

を加味した点検・調査、修繕・ 

改築スケジュールを作成 

施策６ 

経営改善 

① 下 水 道 経 営

の効率化 

収 支 を 考 慮 し た 事 業 投

資、経費削減 

（健全な下水道経営） 

同左 

平成 27 年に「東久留米市財

政健全経営計画〔実行プラ

ン〕」を策定 

上記計画に基づく取組を実施 

・下水道事業への地方公営 

企業法適用、公営企業会 

計化 

・下水道使用料の見直し 

（下記施策②） 

・公共下水道施設維持管理 

等の効率化 

②下水道使用料

金の適正化 

未接続・未収納対策、料金

体系の見直し検討 

（下水道使用料収入の確保） 
同左 

広報活動等を通した接続促

進及び使用料金未納世帯へ

の督促を実施 

平成 25 年に下水道使用料

金の改定を実施 

経費回収率 

61.8%（平成 24 年度）→ 

101.1%（令和元年度） 
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（2）本プランで取組むべき課題 

本市の下水道事業を取り巻く環境に対する現状を踏まえた課題を以下に示します。

なお、各視点における現状と課題の詳細については、巻末の参考資料に示します。 

 

視点①下水道の充実・維持 

・本市の汚水処理については、整備が概成していますが、未接続世帯が残っている

ことから、市内の公衆衛生及び生活環境の改善に向けた取組が必要です。 

・整備した管路等について、持続的に適正に使用するため、点検や清掃等の日常の

管理や市民・事業者の協力が重要となります。 

・施設の老朽化が懸念されることから、ストックマネジメントの考え方に基づき施

設の維持管理を計画的に行う必要があります。 

・下谷ポンプ場は流入区域の見直しを行い施設のダウンサイジングを図っています。

問題となっている浸入水対策等を進め、さらなる施設規模、処理水量の適正化を

図っていくことが望まれます。 

視点②災害への備え 

・市内には道路冠水箇所が点在しており、雨水管渠整備を継続していく必要があり

ますが、整備には、多大な費用と期間を要することから、現況排水管を活用しつ

つ、防災に関する情報の提供等も組み合わせた総合的な浸水対策を進めていく必

要があります。また、一部の区域は、流域下水道として事業を実施していること

から、東京都との連携により効率的な事業実施を行う必要があります。 

・今後、気候変動の影響により発生が懸念される、下水道施設の能力を超える規模

の降雨への備えが求められることから、市民・事業者の連携のもと、浸水被害の

軽減に取組んでいく必要があります。 

・大規模地震の発生に備え、施設の耐震性を確保する必要があります。 

・また、被害を最小限に抑え、早期に事業を復旧させるための事前の備えも必要に

なります。 

視点③水環境の保全 

・本市は、湧水をはじめとする恵まれた水環境を有していることから、これらの湧

水・清流を次の世代に引き継いでいくため、良好な水環境の保全に対して、下水

道としても健全な水循環の構築に寄与していく必要があります。 

・黒目川上流域については、良好な水辺空間（親水）を市民に提供しており、引き

続き、市民の水とふれあう場の保全に貢献していく必要があります。 

視点④下水道の安定経営 

・今後の人口減少により、使用料収入の減収も予測されることから、より効率的な

事業運営が求められます。 

・地方公営企業会計移行や経営戦略に基づき、財政健全化に向けた取組を実現して

いくことが必要です。
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今後の本市行政の目指すべき方向を示す「東久留米市第 5 次長期総合計画基本構想」

では、まちの将来像を「みんないきいき 活力あふれる 湧水のまち 東久留米」とし、

さらなるまちの発展を目指しています。また、その実現のため、まちづくりの基本理念

を「みんなが主役のまちづくり」とし、５つの基本目標を設定しています。 

この基本目標を踏まえ、まちづくりの施策として、「安全・安心な地域づくり」及び

「快適な住環境整備の推進」、「水と緑を守り育てる環境づくり」、「地球環境にやさしい

くらしづくり」を下水道事業が貢献するまちづくりとして位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 2-1 下水道事業が貢献するまちづくり（長期総合計画基本構想より）  

まちの将来像 

まちづくりの基本理念 

まちづくりの基本目標 

みんないきいき 活力あふれる 湧水のまち 東久留米  

みんなが主役のまちづくり  

子どもが豊かに成長できるまち 

共に創るにぎわいあふれるまち 

安心して快適にすごせるまち 

いきいきと健康に暮らせるまち 

自然と共生する環境にやさしいまち 

快適な住環境整備の推進 

地球環境にやさしいくらしづくり 

まちづくりの施策 

（下水道事業が貢献するまちづくり） 

安全・安心な地域づくり 

水と緑を守り育てる環境づくり 

2-1． まちの将来像と下水道が貢献するまちづくり 
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先に示した下水道事業をとりまく環境とまちの将来像実現のために下水道事業が貢献す

るまちづくりを踏まえて、本計画における基本理念と基本方針を次のとおり掲げます。 

基本理念については、「ヒト」、「モノ」、「カネ」の面での制約が深刻度を増している

状況下においても、市民誰もが下水道施設を使用できる環境にあるとともに災害に強い

下水道として、公共サービスとしてこれからも充実を図っていくことを目指し、“快適

な住環境を支える持続可能な下水道”とします。 

基本方針については、国で掲げる「新下水道ビジョン加速戦略」における重点項目を

鑑み、4 つの視点“汚水処理システムの最適化”“防災・減災の推進”“下水道の活用による

付加価値向上”“マネジメントサイクルの確立”での施策展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 本プランにおける基本理念及び基本方針（施策の視点） 

“快
適
な
住
環
境
を
支
え
る
持
続
可
能
な
下
水
道
” 

本市 

下水道の 

基本理念 

下水道に 

もとめられるもの 

下水道の安定経営 

水環境の保全 

災害への備え 

下水道の充実・維持 

本市下水道事業をとりまく環境 

安全・安心な地域づくり 

 

下水道事業が貢献するまちづくり 

快適な住環境整備の推進 

 

水と緑を守り育てる環境づくり 

地球環境にやさしいくらしづくり

り 

基本方針 

（施策の視点） 

施策の視点③ 

下水道の活用による 

付加価値向上 

施策の視点① 

汚水処理システムの 

最適化 

施策の視点② 

防災・減災の推進 

施策の視点④ 

マネジメント 

サイクルの確立 

2-2． 基本理念と基本方針 
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＜参考＞新下水道ビジョン加速戦略 

出典：新下水道ビジョン加速戦略概要（第 2 回フォローアップ） 令和元年 6 月 

図 2-3 新下水道ビジョン加速戦略 
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「快適な住環境を支える持続可能な下水道」の基本理念のもと、４つの施策の視点を

踏まえ、具体的な施策展開を図っていきます。 

表 2-1 施策のあり方 

下水道の 

基本理念 

施策の視点と施策のあり方 
（新下水道ビジョン加速戦略における重点項目） 

快
適
な
住
環
境
を
支
え
る
持
続
可
能
な
下
水
道 

施策の視点① 

(重点項目Ⅲ) 
汚水処理システムの最適化 

すべての市民が最も基本的なイン

フラである汚水処理施設を使用で

きるようにするとともに、人口減

少にも柔軟に対応でき、省エネル

ギー化や温室効果ガス排出削減に

より、環境に配慮した汚水処理シ

ステムの構築を図ります。 

施策の視点② 

(重点項目Ⅵ) 
防災・減災の推進 

これまでの浸水対策計画や地震対

策計画を計画的に進めるととも

に、近年の気候変動や大規模地震

想定にもとづき、防災の視点の

他、減災の考え方も取り入れ、ハ

ード・ソフト対策を組み合わせ、

災害に備えます。 

施策の視点③ 

(重点項目Ⅱ) 

下水道の活用における 

付加価値向上 

下水道は、管渠・施設等のストッ

クや処理水・汚泥等の資源を有し

ており、これらを効果的に活用す

ることで今後の市民ニーズに対応

し、生活者の利便性や地域経済に

貢献します。 

また、湧水や清流の保全、回復、

水量の確保や雨水の利活用を進

め、良好な水環境の確保及び市民

の快適で安らぎのある生活に貢献

します。 

施策の視点④ 

(重点項目Ⅳ) 
マネジメントサイクルの確立 

これまで整備した膨大なストック

を活用し、下水道サービスを効率

的かつ継続的に提供するため、ヒ

ト・モノ・カネという経営資源を

一体的に捉えたマネジメントを実

現します。また、経営戦略に基づ

く事業運営を行います。 

2-3． 施策のあり方 
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先で示した 4 つの基本方針に対応する具体的施策は図 3-1 の通りです。次頁以降に

詳細な施策内容を示します。 

 

a 

 

 

 

具体的施策 
基本方針 

（施策の視点） 

本市 

下水道の 

基本理念 

“
快
適
な
住
環
境
を
支
え
る
持
続
可
能
な
下
水
道

” 

施策の視点① 

汚水処理システムの 

最適化 

施策の視点② 

防災・減災の推進 

施策の視点③ 

下水道の活用による 

付加価値向上 

施策の視点④ 

マネジメント 

サイクルの確立 

・汚水管渠整備 

・施設規模の最適化の検討 

・広域化・共同化の検討 

・総合的な浸水対策の実施 

・施設の耐震診断の継続実施 

・災害に対する事前対策及び訓練・維持改善 

・東京都等との連携による下水道資源利用 

への寄与 

・親水空間の維持 

・雨水貯留及び浸透施設の設置促進 

・施設の老朽化対策 

・日常の維持管理の継続 

・下水道事業に関する情報公開 

・中長期的な収支見通しによる経営健全化 

・適正な執行体制の確保 

図 3-1 本プランにおける施策体系図 

3-1． 施策体系 
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施策の視点① 汚水処理システムの最適化 
 

施策展開 

本市の汚水整備については概成しており、市内の全域で水洗トイレが使用

できる環境を維持することで、市民の快適な生活を守っていきます。 

なお今後は、人口減少に伴う処理水量の減少が見込まれます。下水道施設

を維持していくうえでは、雨天時浸入水対策による不明水量の削減を実施す

るなどし、維持管理費用の低減や施設規模の最適化（ダウンサイジング）に

ついて検討していきます。 

また、事業運営にあたっては、流域下水道管理者である東京都や荒川右岸

東京流域下水道構成市等との広域化・共同化に対する検討を行い、連携によ

る効率化を図ります。 

 

具体的施策 ① 

汚水管渠整備（道路整備に合わせた管渠整備） 

市内の汚水管渠整備は概成していますが、道路の改修や新規整備がある場合には、道

路形態の変化に応じた汚水管渠の新設または再整備を行い、下水道を継続して使用して

いただく環境を維持する必要があります。本計画期間においては、都市計画道路（東３・

４・13 及び東３・４・21）及び都市計画道路（東３・４・15 の１）等の事業化が予定

されており、道路整備に合わせた汚水管渠の整備を予定しています。 

3-2． 施策内容 
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出典：東京都ホームページ 

図 3-2 都市計画道路の整備予定箇所 

 

 

具体的施策 ② 

施設規模の最適化の検討（人口減少社会への対応と雨天時浸入水対策の実施） 

全国的な人口減少社会の到来を迎え、本市においても、今後の行政人口の減少は避け

られず、汚水処理水量についても、減少していくことが想定されます。将来においては、

人口減少に応じた適切な水量予測のもと、ポンプ施設等の施設規模の見直し（ダウンサ

イジング）について、段階的に検討していく必要があります。 

一方、施設での処理水量については、雨天時浸入水が含まれていることから、施設規

模を最適化（ダウンサイジング）する場合には、雨天時浸入水対策を実施する必要があ

ります。したがって、雨天時浸入水対策を計画的に実施したうえで、処理区域内処理水

量に見合った施設計画への見直し（施設規模の適正化）を検討していきます。下谷ポン

プ場については、前プラン期間中に上流域の一部を自然流下への切替えを行っており、

流入水量を削減したところですが、下谷ポンプ場流域を含む東久留米第４処理分区にお

いては雨天時浸入水が多い状況が報告されていることから、雨天時浸入水の調査（要因

分析及び対策優先箇所の抽出等）及びその対策（発生源対策）を実施し、ポンプ施設処

理水量の削減に努めます。なお、下水道管渠に起因するものについては、後述のストッ

クマネジメント計画に基づく老朽化対策と合わせて効率的に対策を実施していきます。 

  

東京都の都市計画道路の整備方針 

（第四次事業化計画における優先整備路線） 
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出典：雨天時浸入水対策ガイドライン（案） 令和 2 年 1 月 国土交通省水管理・国土保全局下水道部 

図 3-3 雨天時浸入水対策と施設規模の見直しのイメージ 

 

 

 

 

具体的施策 ③ 

広域化・共同化の検討（汚水処理事業の連携による効率化） 

本市は、流域下水道構成市として、広域的な汚水処理に参画しています。また、汚水

処理のほか、東京都下水道局流域下水道本部並びに荒川右岸東京流域下水道構成市をは

じめとする多摩地域の市町村と連携し、水質検査の共同実施や災害時復旧支援協定の締

結を行っています。また、流域下水道本部と多摩地域市町村で「下水道情報交換会」を

実施しており、相互の情報交換や東京都からの技術支援を受けています。 

 

出典：不明水対策の手引き 平成 20 年 3 月 (社)全国上下

水道コンサルタント協会 

（元出典：月間下水道 Vol.22 No.6） 

図 3-5 一般的な浸入水経路とその割合 

 

 

 

図 3-4 雨天時浸入水優先対策箇所 
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より効率的な事業運営を目指し、広域化・共同化についての検討を共同で行っており、

事業執行体制を補完する視点も踏まえ、さらなる連携を模索していきます。 

 

 
出典：国土交通省ホームページ（令和元年度（第 12 回）国土交通大臣賞（循環のみち下水道賞）） 

図 3-6 東京都下水道局流域下水道本部及び多摩地域市町村の連携状況 

 

＜施策スケジュールと成果目標＞ 
 

具体的施策 指標 
前期目標 

（R7 年度末） 

後期目標 
（R12 年度末） 

 
①汚水管渠整備（道
路整備に合わせた
管渠整備） 

 
道路整備に合わせた 
汚水管渠整備の実施 
【下水道処理人口普及
率】 

 
【100%維持】 

設計及び工事の実
施 
 

 
【100%維持】 

同左 

 
②施設規模の最適
化の検討（人口減少
社会への対応と雨
天時浸入水対策の
実施） 

 
汚水施設計画見直しの
実施 

 
・全体計画策定 
・事業計画策定 

 
左記計画に基づく
下谷ポンプ場施設
改築更新 

 
雨天時浸入水対策の実
施 

 
雨天時浸入水対策
計画の策定（調査
実施） 

 
対策実施 

 
③広域化・共同化の
検討（汚水処理事業
の連携による効率
化） 

 
東京都、多摩地域市町村
と連携した広域化・共同
化の検討 

 
取組検討 
（東京都広域化・
共同化計画検討会
への参加） 

 
連携継続 
（令和４年度まで
に 都 が 作 成 す る
「広域化・共同化
計画」に即した連
携実施） 
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施策の視点② 防災・減災の推進 
 

施策展開 

本市では、雨水管渠整備により、道路冠水被害の軽減がみられますが、い

まだ整備途上にあることから、引き続き、放流先河川、流域下水道の管理者

である東京都とも連携し、雨水管渠整備を進めていきます。なお、近年は、

局地的な集中豪雨や降雨規模の増大等の気候変動もみられることから、管渠

整備や雨水流出抑制施策に加え、ハザードマップ等のソフト対策も組合せて

総合的な浸水対策による被害軽減を目指します。 

一方、大規模地震に対する備えとしては、緊急輸送道路下などの重要な管

渠の一部や下谷ポンプ場の耐震性を確認していますが、引き続き、重要な管

渠の耐震性の確認を進め、市内での地震に対する安全性の確保に努めます。 

また、下水道 BCP（業務継続計画）に基づき、下水道機能の速やかな復旧

が可能となるよう、関連機関、関連部署等とも連携した事前対策や定期的な

訓練を実施し、いつ起こるかわからない災害に備えます。 

 

具体的施策 ① 

総合的な浸水対策の実施（浸水リスクを考慮した効率的な対策の実施） 

下水道の計画降雨（時間最大降雨量 50mm/hr）に対して、未整備の地区については、

管渠整備を進める必要があります。一方、管渠整備については、多大な費用と期間を要

するため、道路整備に合わせた整備を実施することや既存ストックの雨水排除能力や地

形要因等の浸水要因と浸水が発生した時の浸水リスク（浸水の大きさ（浸水範囲、浸水

深さ等）、被害程度等）を勘案した整備優先度を検討し、既存ストックを活用しつつ、

時間軸を考慮した段階的な整備計画（雨水管理総合計画）を策定し、対策を実施してい

きます。なお、本市の一部区域については、小平市、東村山市とともに、東京都が管理

する雨水流域下水道として事業を実施しています。その他の区域の放流先河川を含め、

河川流域全体の治水安全度の向上のため、管理者である東京都と連携（調整）を図って

いきます。 

今後、気候変動の影響により発生が懸念される、下水道施設の能力を超える規模の降

雨への備えも必要です。管渠整備によるハード対策のみでは不十分であるため、開発等

の他事業による貯留浸透等の流出抑制施策との連携による減災や適切な避難行動を促

すハザードマップの周知徹底、防災情報の提供などのソフト対策にも取組みます。 
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図 3-7 雨水管渠整備予定箇所（令和 7 年度まで） 

 

 

 

 

 

   

出典：東久留米市ホームページ https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/anzen/bousai/1003941.html 

図 3-8 東久留米市洪水ハザードマップ記載内容の一部抜粋 
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具体的施策 ② 

施設の耐震診断の継続実施（耐震性能の確認及び対策の実施） 

地震による被災で下水道の機能を失った場合には、トイレが使用できないなど、社会

生活に大きな影響を与えるとともに、未処理の汚水がそのまま公共用水域に流出するこ

とによる公衆衛生被害の発生や水道水源の汚染など重大な事態が生じる恐れがありま

す。このような背景のもと、国では平成 18 年度に「下水道地震対策緊急整備事業」を

創設（平成 21 年度に「下水道総合地震対策事業」に改正）し、地方公共団体における

対策を推進してきました。 

本市においては、平成 20 年度に重要な幹線等の抽出、その対策優先順位を示した「東

久留米市下水道地震対策緊急整備計画」を策定し、これまでに、重要な幹線等の一部で

ある 1.6ｋｍの管渠と下谷ポンプ場に対する耐震診断を実施し、耐震性能が確保できて

いることを確認しています。 

それ以外の管渠については、耐震性能について未確認であるため、重要な幹線等につ

いて引き続き、耐震診断を実施していきます。なお、対策にあたっては、耐震性を確認

すべき管渠の抽出並びに管材や周辺土質条件、布設工法、布設年次等の属性によるグル

ーピング化による耐震診断優先路線の再検討を行った上で、効率的に耐震診断を実施し、

必要に応じて対策を実施していくものとします。 

 

表 3-1 重要な幹線等の定義 

 
出典：下水道施設の耐震対策指針と解説-2014 年版  



 

27 

第

３

章 

具
体
的
な
施
策 

 

具体的施策 ③ 

災害に対する事前対策及び訓練・維持改善（地域防災計画及び下水道 BCP（業

務継続計画）に基づく減災対策） 

下水道 BCP（業務継続計画）は、地域防災計画で定められた下水道事業における災害時応急

対策業務を、大規模災害時のリソース（ヒト、モノ（資機材、燃料等）、情報、ライフライン等

の資源）の制約を受けた状態でも円滑に遂行できるように策定されたものです。 

本市では、平成 30 年度に地震に対する「東久留米市公共下水道業務継続計画（下水

道 BCP）」を策定しており、資機材の確保等の事前対策の内容や締結を進める協定を示

した事前対策計画と発災時に適切な行動をとれるよう訓練の実践や必要に応じた計画

の見直しに対する訓練・維持改善計画を示しています。 

今後は、地域防災計画並びにこの下水道 BCP に基づき、迅速かつ的確に行動できる

よう、職員の意識と対応力向上のため、訓練を実施していきます。また、訓練等で確認

される新たな課題を整理するとともに、新たに水害に対する内容が追加された下水道

BCP 策定マニュアルが国土交通省より令和 2 年 4 月に発刊されたことから、同マニュ

アルに基づいた下水道 BCP への改定を行うとともに、被災時リスクを評価したうえで、

必要に応じて施設の耐水化を図ります。 

 
出典：下水道 BCP 策定マニュアル 2019 年版 
（地震・津波、水害編）令和 2 年 4 月  
国土交通省水管理・国土保全局下水道部 

図 3-9 下水道 BCP 導入に伴う効果イメージ   図 3-10 し尿受け入れ訓練の様子  
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＜施策スケジュールと成果目標＞ 
 

具体的施策 指標 
前期目標 

（R7 年度末） 

後期目標 
（R12 年度末） 

 
①総合的な浸水対策
の実施（浸水リスク
を考慮した効率的な
対策の実施） 

 
雨水管渠整備 
【雨水整備率（全体計画
区域に対する整備率）】 
 

 
【15.1%】 

・設計及び工事の
実施 
・雨水管理総合計
画の策定 

 
前 期 に お け る 計
画策定に基づき、
目標を再設定 

 
流出抑制施設の設置促
進 

 
流出抑制施策及び
ソフト対策（情報
提供）に対する関
係部署との連携継
続 

 
同左 

 
②施設の耐震診断の
継続実施（耐震性能
の確認及び対策の実
施） 

 
重要な幹線等に関する 
耐震診断・対策の実施 

 
耐震診断実施計画
の策定・診断の実
施 

 
耐 震 診 断 の 継 続
実 施（対 策の 実
施） 

 
③災害に対する事前
対策及び訓練・維持
改善（地域防災計画
及び下水道 BCP（業
務継続計画）に基づ
く減災対策） 

 
下水道 BCP の見直しと
実効性の向上  

 
・下水道 BCP の
見直し（水害編の
策定） 
・訓練の実施 

 
訓練の継続 
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施策の視点③ 下水道の活用における付加価値向上 
 

施策展開 

下水道が有する資源である処理水、汚泥等について、流域下水道管理者で

ある東京都や荒川右岸東京流域下水道構成市と連携し、引き続き資源の有効

利用に努めます。 

また、雨水については、浸透を促進し、本市の財産でもある湧水や清流を

保全するとともに、貯留により散水等に利活用するなどの雨水管理を進め、

良好な水環境の確保に寄与します。なお、浸水対策を兼ねた親水空間を維持

し、市民が水と触れ合える場を提供します。 

 

具体的施策 ① 

東京都等との連携による下水道資源利用への寄与（公共用水域の水質保全及び

汚泥資源の有効活用） 

本市は、荒川右岸東京流域下水道に属しており、発生する汚水は東京都が管理する清

瀬水再生センターで処理されています。 

清瀬水再生センターでは、汚水の処理に高度処理が導入されており、処理水がきれい

で、放流先の公共用水域の水質改善に寄与しています。また、処理の過程で発生する汚

泥については、建設資材としての軽量骨材など、汚泥処焼却灰の資源化が図られていま

す。さらに、施設の更新に合わせて、汚泥ガス化炉を導入しており、可燃性ガスを発生

させ発電に活用しています。 

これら取組については、水環境の保全や地球温暖化対策にも寄与するものであり、他

の流域下水道構成市とともに、下水道資源の有効利用を図る施設の建設や維持、資源化

された資材等の利用に対して、協力していきます。 

 

 

出典：清瀬水再生センター リーフレット 

図 3-11 清瀬水再生センター汚泥ガス化炉及び汚泥ガス化のイメージ  
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具体的施策 ② 

雨水貯留及び浸透施設の設置促進（良好な水環境の確保及び市民の快適で安ら

ぎのある生活への貢献） 

本市は「湧水・清流保全都市宣言」を表明し、湧水と清流の保全に取組んでいくこと

を宣言しています。なお、平成 17 年には、「東久留米市の湧水等の保護と回復に関する

条例」を制定し、湧水や清流の保全・回復や水量の確保のため、下水道整備の他、地下

水涵養や雨水流出抑制等を目的とした「雨水浸透施設設置」を推進しています。 

雨水の貯留を含め、これらの施設については、良好な水環境の確保及び市民の快適で

安らぎのある生活に貢献のほか、浸水対策に寄与するものであることから、関係部署に

よる浸透ます設置に対する補助金の支給の継続とともに、下水道としての取組の目的や

効果も発信し、これら流出抑制施設の設置促進に対する PR 活動に協力していきます。 

 
出典：雨水貯留浸透施設の設置に対する支援措置のご紹介 公益社団法人雨水貯留浸透技術協会 

 

図 3-12 雨水貯留浸透施設の設置効果  
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具体的施策 ③ 

親水空間の維持（水と触れ合える場としての空間利用） 

本市では、一部の雨水施設について、浸水対策機能に加え、親水機能を持たせた水辺

空間を整備しています。 

久留米西団地内を流れる柳橋から

新所沢街道までの約 624 メートルの

間は「しんやま親水広場」となって

おり、この区間は柳橋分水人孔によ

り水深 40 センチメートル以下に水

位が保たれるようになっているう

え、途中にも余水路が設けられてお

り増水分を川筋から逃がすように工

夫されており、子供を遊ばせるのに

も適した環境となっています 

本市では、その他の湧水等の水辺も含め、ウォーキングコースに選定し、市内ウォー

キングマップ「ちょっと寄り道散歩道」として紹介しています。 

これら、市民が水と触れ合える場は、貴重な市民の憩いの場所としての役割も担って

おり、引き続き、関係部署との連携、地元自治会の協力のもと、良好な水辺空間を維持

していきます。 

＜施策スケジュールと成果目標＞ 

具体的施策 指標 
前期目標 

（R7 年度末） 

後期目標 
（R12 年度末） 

 
①東京都等との連携に
よる下水道資源利用へ
の寄与（公共用水域の
水質保全及び汚泥資源
の有効活用） 

 
流域下水道事業への参
画継続 

 
資源利用継続 
（東 京都及び 流
域下 水道構成 市
との連携継続） 

 
同左 

 
②雨水貯留及び浸透施
設の設置促進（良好な
水環境の確保及び市民
の快適で安らぎのある
生活への貢献） 

 
流出抑制施設の設置促
進 

 
設置 促進に関 す
る PR 活動への協
力 

 
同左 

 
③親水空間の維持（水
と触れ合える場として
の空間利用） 

 
親水施設の活用・維持 

 
施設の活用・維持
に対 する関係 部
署との連携、地元
自治 会との協 力
体制も維持 

 
同左 

 

図 3-13 しんやま親水広場の様子 
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施策の視点④ マネジメントサイクルの確立 
 

施策展開 

下水道施設については、供用年数の経過や維持管理不足等により、劣化に

よる道路陥没や管路閉塞等の潜在的なリスクが増大するため、これまで整備

した膨大な施設を効率的に管理・運営していく必要があります。本市では、

これまで行ってきた日常の維持管理を継続するとともに、ストックマネジメ

ントの考え方に基づく計画的な老朽化対策を実施します。 

なお、下水道事業を持続可能なものとするため、上記のモノに関する管理

の他、ヒト・カネの視点も踏まえ、経営の透明化を図るとともに、執行体制

の確保、施設管理、経営管理といった一体的なマネジメントの実現に向けた

取組を行います。 

 

具体的施策 ① 

日常の維持管理の継続（定期的な維持管理及び緊急対応による施設機能の維持） 

下水道サービスの提供にあたっては、管渠やポンプ場が持つ機能が発揮できるよう、

定期的な維持管理（巡視、点検、調査、清掃）を行っています。また、市民から寄せら

れた情報をもとに緊急的な対応としての維持管理を実施しています。これら日常的な維

持管理を行うことで、施設の劣化・異常を早期発見でき、迅速な対応も可能となるほか、

実施状況やその結果を情報として蓄積することで、今後の施設の老朽化対策に対するリ

スク評価、点検調査計画、修繕・改築計画等へのフィードバックも可能と考えます。 

今後も日常の維持管理を継続していくとともに、維持管理履歴等を電子化管理するこ

とで情報の活用を進めます。 

 

図 3-14 日常の維持管理の様子  
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具体的施策 ② 

施設の老朽化対策（計画的なストックマネジメント） 

下水道施設の老朽化については、時間の経過とともに進行し、施設の破損や道路陥没事

故などのリスクが懸念されます。 

施設の破損や道路陥没等の不具合が発生すると、市民生活に大きな支障が生じるだけで

なくライフサイクルコストの面でも不経済になることから、膨大にある下水道施設に対し、

社会生活に重大な影響を及ぼす機能停止や事故を未然に防止し、持続的な機能確保とライ

フサイクルコストの低減を図ることを目的に、国では、平成 28 年度に「下水道ストックマ

ネジメント支援制度」を創設し、地方公共団体における対策を推進してきました。 

本市においては、平成 30 年度に下水道施設の点検・調査・改築・修繕の優先順位や維持

に係る事業費用など、管理面に求められる基本的な考え方を取りまとめた「東久留米市下

水道ストックマネジメント実施方針」を策定し、同計画に基づき、点検・調査に着手して

います。 

今後は、引き続き、同計画に基づき、対策優先順位を加味したブロックごとの点検・調

査の実施、調査結果を受けた改築・修繕計画の策定、設計、工事といったサイクルによる

手順を繰り返し、効率的に老朽化対策を進めていきます。 

出典：東久留米市ストックマネジメント実施方針 平成 31 年 2 月 

図 3-15 汚水管渠の対策優先順位（リスク評価結果）  
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出典：東久留米市ストックマネジメント実施方針 平成 31 年 2 月 

図 3-16 雨水管渠の対策優先順位（リスク評価結果） 

 

 

表 3-2 ポンプ施設の対策優先順位（リスク評価結果） 

 

出典：東久留米市公共下水道ポンプ場施設ストックマネジメント実施方針 平成 31 年 2 月 
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具体的施策 ③ 

下水道事業に関する情報公開（地方公営企業としての経営の透明化） 

本市は、資産情報や経営状況を的確に把握し、財政規律の向上を図るため、令和２年

４月１日から地方公営企業法の一部（財務規定）を適用しました。 

一般的には下水道事業の経営は、一般会計と適正な経費負担区分を前提に、公営企業

としての独立採算制の下に行われるものです。本市では、近隣 6 団体とともに「公営企

業会計共同運用システム」を導入しており、財務諸表の情報開示等による経営の見える

化を図っていきます。また、経営の現状及び課題を把握していただくため、総務省が公

表している経営や施設の状況を表す経営指標による現状値を示した「経営比較分析表」

を市のホームページでお知らせするなど、情報公開を進めます。 

※経営比較分析表 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei/h30keieihikakubunsekihyo.html 

情報公開（下水道事業の見える化）にあたっては、市のホームページや広報紙等を活

用するとともに、下水道に関するイベント等を通じて、市民へ情報発信するとともに、

市民のニーズの把握に努め、双方向コミュニケーションを図ることで、下水道事業への

理解をより深めていきます。 
 

 

 

図 3-16 下水道の日（毎年 9 月 10 日）に合わせた広報活動  
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具体的施策 ④ 

中長期的な収支見通しによる経営健全化（経営戦略に基づく事業運営） 

今後、人口減少等が見込まれる中、下水道事業を持続可能なものとするためには、自

らの経営等について的確な現状把握を行った上で、中長期的な視野に基づく計画的な経

営に取組み、徹底した効率化、経営健全化を行うことが必要となります。 

本市では、将来の収支見通しを踏まえた今後 10 年間の目指すべき経営目標とそれに

向けた具体的な取組を示す中長期的な経営の基本計画である「東久留米市下水道事業経

営戦略」を策定し、先に示した雨水対策やストックマネジメント等の事業の効率化（支

出削減）と未接続解消の徹底による有収水量の確保や使用料金の適切な徴収（収入確保）

の面での収支構造の適正化に向けて取り組んでいきます。なお、未接続解消にあたって

は、下水道へ接続していない 159 世帯（令和 2 年 4 月 1 日時時点）に対しては、今後

も引き続き、PR 活動等（接続依頼用の書面郵送）を通して、接続の周知に努めます。 

経営戦略の期間は 10 年としていますが、進捗管理を行うとともに、5 年ごとの検証

や評価を踏まえ、見直し（ローリング）を行い、適切な「投資・財政計画」に基づく事

業運営を図ります。 

 

 

 

具体的施策 ⑤ 

適正な執行体制の確保（計画的な人材の育成、技術継承） 

全国的に、下水道担当職員の減少や人事異動のサイクルを踏まえると、下水道事業の

運営に必要な技術や知識の蓄積が容易ではない状況にあります。本市においては、計画

的に外部の研修への参加など、職員の研鑽に努めています。 

今後も引き続き、「東久留米市職員人材育成基本方針」に基づき、技術と経営の両面

の視点から、人材の育成に努めます。また、先に示した東京都下水道局流域下水道本部

と多摩地域市町村における「下水道情報交換会」や広域化・共同化の取組など、個々の

市町村を越えた地域単位での協力、連携を図ることや、必要に応じたアウトソーシング

を進めるなど、技術継承や人材の補完を図ります。 
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＜施策スケジュールと成果目標＞ 
 

具体的施策 指標 
前期目標 

（R7 年度末） 

後期目標 
（R12 年度末） 

 
①日常の維持管理の
継続（定期的な維持
管理及び緊急対応に
よ る 施 設 機 能 の 維
持） 

 
巡視、点検・調査、清
掃の実施 

 
・定期点検の実施 
・定期清掃（土砂搬出） 
伏越し：年 1 回 

マンホールポンプ：年 1 回 

下谷ポンプ場：月 1 回 

・維持管理情報（履歴）
の蓄積 

 
前期における維持
管理情報（履歴）に
よる維持管理計画
の 再 検 証 に 基 づ
き、目標を再設定 

 
②施設の老朽化対策
（計画的なストック
マネジメント） 

 
点検・調査、計画策定、
設計・工事の実施 

 
対策優先順位に基づ
く対策の実施 
管渠 

 点検・調査 

13 ブロック 

 計画策定、設計 

10 ブロック 

 工事 

5 ブロック 

ポンプ施設 

 調査、計画策定、設計 

7 施設 

 工事 

5 施設 

 
前期における対策
情報（履歴）による
ストックマネジメ
ント計画の再検証
に基づき、目標を
再設定 

 
③下水道事業に関す
る情報公開（地方公
営企業としての経営
の透明化） 

 
公営企業会計による経
営の見える化 

 
・公営企業会計共同運
用システムの利用 
・財務諸表等の経営に
関する情報開示の実
施 

 
同左 

 
各種イベントによる下
水道事業に関する PR 

【PR 活動回数】 

 
【1 回/年】 

下水道の日等の PR 活
動継続 

 
【1 回/年】 

同左 

 
④中長期的な収支見
通しによる経営健全
化（経営戦略に基づ
く事業運営） 

 
収支見通しに基づく事
業の効率化及び収入の
適正化 

 
経営戦略の検証・評
価、見直し 

 
同左 
 

 
接続促進 PR 活動の実
施 
【水洗化率】 

 
【99.8%】 

ホームページ、書面
郵送等の PR 活動 

 
【100%達成】 

同左 

 
⑤適正な執行体制の
確保（計画的な人材
の育成、技術継承） 

 
職員技術研鑽 
【研修等参加回数】 

 
【約 4 回/年】 

東京都、多摩地域市町
村との連携継続 

 
【約 4 回/年】 

同左 
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本プランは、今後の下水道事業全般について、方針および目標を明確にし、効果的に

施策を実施するとともに、効率的な経営を目指すものです。 

計画の推進にあたっては、市民・事業者・行政の連携に加え、進行管理に沿った取組

を行い、社会情勢の変化やニーズの把握、効率的な経営の観点から、段階毎に進捗状況

を確認し、その妥当性について評価を行なっていく必要があります。 

PDCA サイクルを基に、毎年度進行管理を行い、その結果を踏まえて点検・評価を５

年後に実施し、必要に応じて本プランの見直しを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 PDCA サイクル

評
価 

実行 

計
画 

改善 

Plan 

「下水道プラン」の 

策定・改定 

Do 

「下水道プラン」の 

推進 

Check 

「下水道プラン」の 

点検・評価 

（5年後） 

Action 

「下水道プラン」の 

見直し 

4-1． 計画の進行管理及び評価・見直し 
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 表 4-1 進行管理 
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1.本市の下水道を取り巻く環境に対する 

現状と課題 
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（１）下水道サービスの提供 

本市の汚水処理については、市内全域の下水道整備が概成し、全市民が下水道を使用

できる状況にありますが、一部、下水道へ接続していない世帯が残っています。市内の

公衆衛生及び生活環境の改善に向け、これらの未接続の解消のため、広報や PR 活動等

を通して市民のご理解を得る取組みを行っています。 

これまでの取組の結果、令和元年度（令和 2 年４月１日）時点で、水洗化率は 99.69％

と高い水準となっていますが、下水道への未接続人口 362 人、未接続世帯 159 世帯が

存在します。 

引き続き、全市民が下水道を利用する環境を目指して、未接続世帯の解消に努めてい

く必要があります。 
 

表 1 下水道の利用状況（水洗化率） 

年度 

行政人口（人） 

① 

水洗化人口（人） 

② 

未接続人口

（人） 

①-② 

水洗化率（%） 

②/①×100 

H23 115,998 115,223 775 99.33 

R1 116,807 116,445 362 99.69 

H23 との差 +809 +1,222 -413 +0.36 

注．各年度の値は翌年４月１日値。人口、世帯数については、外国人を含む。 

 

 

注．各年度の値は４月１日値。人口、世帯数については、外国人を含む。 

図 1 水洗化人口（水洗化率）の推移 

  

視点① 下水道の充実と維持 
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（２）施設の適正利用 

 １）日常管理 

下水道施設は、整備して終わりではありません。市民、事業者がいつでも下水道を利

用できるように、日常的に維持管理を行っています。 

本市では、伏越し及びマンホールポンプは年に 1 回の頻度で清掃を行い、それ以外の

管渠等の管路施設は必要に応じて、適宜、清掃を行っています。また、下谷ポンプ場に

ついては、維持管理業務を民間企業に委託し、巡視・点検・清掃を行っています。なお、

日常管理については、市民からの下水道施設の不具合に対する報告も重要な情報として

活用させていただいています。不具合に対する報告については、マンホールふた周辺の

破損・がたつき・異音や、つまり等が多い傾向にあります。 

今後も、適切な日常管理を実施し、情報の蓄積とともに、施設の継続的な適正利用に

努める必要があります。 

 

出典：東久留米市公共下水道ストックマネジメント実施方針策業務 平成 30 年 

図 2 清掃実施件数の推移 

 

  

図 3 伏越しマンホールの清掃状況 
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出典：東久留米市公共下水道ストックマネジメント実施方針策業務 平成 30 年 

図 4 下水道施設に起因する不具合の報告件数 

 

２）啓発活動 

本市では、下水道施設を適正に使用するため、下水道管渠へ排出される水質の監視や、

管渠のつまりや悪臭の原因となる油の流入防止等についての市民・事業者へのお願い

（PR）に努めています。 

これまで、広報誌や HP への掲載、庁舎電光掲示板への掲示、リーフレット配布等の

PR 活動を実施しています。 

今後も引き続き、PR 活動を継続し、市民や事業者へのご理解、ご協力のもと、施設

の適正利用に努める必要があります。 
 
【庁舎内電光掲示板への掲示】      【リーフレットの配布】  

     
図 5 下水道施設の適正利用（油の流入防止）に関する PR 実施状況 
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（３）ストックマネジメント 

前述のとおり、本市の汚水処理施設は概成しており、現在は管理運営の時代になって

います。建設が終了してから時間が経過すると、管渠継ぎ手部のずれや腐蝕、破損、ま

た、地下水の浸入などの問題が発生することがあります。 

汚水管渠については、昭和 39 年度の整備開始直後の 4 年間、昭和 55 年度から平成

7 年度までの 16 年間に、特に多く整備されています。 

一般的に 30 年以上経過した施設に起因した道路陥没が増加することが示されている

ことから、これらの管渠は、今後、劣化の度合いが高くなることが予測されます。また、

下谷ポンプ場については、ポンプ設備 5 台のうち、3 台は建設当初の平成元年に、残り

の 2 台は平成 12 年に設置されたものです。当初設置の 3 台については、設置から 30

年以上経過しており、標準耐用年数である 15 年を超えているため老朽化が懸念され、

そのほかマンホールポンプを含めたポンプ設備の改築・修繕も必要となっています。 

そのため、下水道施設維持管理を適切に行っていく必要があり、本市では平成 30 年

度に管路施設のストックマネジメント実施方針を、平成 30 年度に下谷ポンプ場のスト

ックマネジメント実施方針を策定しました。 

今後は、このストックマネジメントの考え方に基づき、これまでの事後保全から予防

保全型の計画的な維持管理への移行を目指しています。 

 

 

図 6 汚水・雨水管渠の布設年度別延長 
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図 7 汚水管渠の整備状況（布設年度） 

 

（４）施設規模・処理水量の適正化 

本市の一部区域は、下谷ポンプ場を介して、排水しています。ポンプ施設の設置及び

維持管理費用については、ポンプ場への流入水量（ポンプ場からの排水量）により左右

します。前述のとおり、下谷ポンプ場には 5 台のポンプが設置されていますが、これか

らの機械・電機設備等の更新時期を迎えるにあたって、平成 26 年から平成 30 年度に

自然流下への切替工事を行い、必要ポンプ台数の見直し（5 台→3 台）を行いました。 

また、下水道の排除方式は、汚水管渠と雨水管渠を別々に整備する分流式を採用して

おり、本来、汚水管渠には、雨水や地下水が流入しない構造となっていますが、排水設

備の誤接合や施設の老朽化による破損等に起因し、汚水管渠への雨水や地下水の流入が

考えられます。本市では、過年度に下谷ポンプ場流域を対象に調査を実施しており、浸

入水が多いことが確認されており、適正なポンプ規模での運転のためにも、浸入水対策

が必要となっています。また、本市が属する流域下水道（荒川右岸処理区）においては、

破損個所からの浸入水 

老朽化事例（管口破損、浸入水） 
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流域幹線における雨天時の溢水被害が生じたことから、関連市に対して、浸入水対策の

実施を求めています。 

今後は、浸入水対策の実施等により、施設規模・処理水量の適正化を図っていく必要

があります。 

 

 
出典：雨天時浸入水対策ガイドライン（案）令和２年１月 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 

図 8 雨天時浸入水の浸入経路のイメージ 
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図 9 下谷ポンプ場流入区域と過年度流量調査地点 

 

 

        

参考：過年度流量調査（平成 18 年度実施）より整理 

図 10 下谷ポンプ場流幹線系統別過年度流量調査結果（晴天時流量）  

0m3/d
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4,000m3/d
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10,000m3/d
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流
量

汚水量 2,320m3/d 2,160m3/d 1,220m3/d 1,210m3/d 490m3/d 530m3/d 5,630m3/d

夜間最低流量 910m3/d 4,530m3/d 930m3/d 220m3/d 510m3/d 580m3/d 6,810m3/d

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 下谷ポンプ場
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学園町幹線の地下水浸入水が

4,530/6,810＝67％を占める。 学園町幹線下流

域での地下水浸

入水が多い。 

ポンプ場の流入水量の半分以上を地

下水浸入水が占める。 
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（１）浸水への備え 

 １）浸水被害状況 

本市では、時間最大降雨量 50mm/hr を整備目標とした雨水管渠整備を鋭意進めてい

ますが、整備途上にあります。 

過去 3 年間（2017～2019 年）の道路冠水実績と、過去 20 年間（2000～2019 年）の

道路冠水実績を以下に示します。20 年間の実績では、時間最大降雨量 10 ㎜/hr 未満で

も道路冠水が発生しておりましたが、過去 3 年間の実績についてみると、特に整備済区

域での道路冠水の発生が減少していることから、雨水整備の効果がみられます。 

今後は、道路冠水が発生している雨水管渠が未整備の区域について、整備を進めてい

く必要があります。 

 

 

  

 

図 11 過去 20 年間（2000～2019 年）の道路冠水箇所 

 

 

平成 17 年 8 月 25 日台風 11 号  

 

平成 22 年 12 月 3 日集中豪雨  

 

視点② 災害への備え 
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図 12 過去 3 年間（2017～2019 年）の道路冠水箇所と雨水整備済区域 

 

 

図 13 過去 3 年間（2017～2019 年）の道路冠水箇所（参考） 
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 2）気候変動への対応 

昨今の気候変動により、今後も 21 世紀末までに、世界平均気温が更に 0.3～4.8℃上

昇するとされています（IPCC 第 5 次評価報告書による）。 

また、気象庁によると、このまま温室効果ガスの排出が続いた場合、短時間強雨の発

生件数が現在の２倍以上に増加する可能性があるとされています。さらに、今後、降雨

強度の更なる増加と、降雨パターンの変化も見込まれます。 

本市では、前述のとおり、時間最大降雨量 50mm/hr を整備目標とした雨水管渠整備

を鋭意進めていますが、計画規模以上の降雨への対応も必要となっています。 

 

 

 

出典：第 1 回気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会 資料 3（国土交通省水管理・国土保全局下水道部） 

図 14 気候変動の影響 
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3）浸水被害想定 

東京都では、河川流域ごとに浸水予想区域図を公表しています。 

本市では、東京都公表の浸水予想区域図を基に、本市の避難場所等の防災関連施設の

位置等を併せて示した洪水ハザードマップを作成し、公表しています。 

同ハザードマップでは、想定最大規模降雨（総雨量 657mm、時間最大雨量 156mm）

に対する浸水予想区域図を示しており、市内の広範囲で浸水被害が発生することが想定

されています。 

大規模降雨に対しては、市で実施する施設整備（ハード整備）のみでは、浸水被害の

防除に限界があることから、市民・事業者との連携のもと、浸水被害の軽減に努めてい

く必要があります。 

 

 
出典：東久留米市防災防犯課（令和 2 年 3 月作成） 

図 15 東久留米市洪水ハザードマップ 
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（2）地震への備え 

 １）地震の被害想定と施設対策 

本市地域防災計画では、東京都公表の「首都直下地震等による東京の被害想定」で予

測された結果を反映し、大規模地震（「多摩直下地震（冬の夕方 18 時）」を設定）が発

生した際の被害予測として、下水道施設の被害率は 19.5％と想定されています。 

平成 20 年度には、「地震対策緊急整備計画」を策定し、耐震対策の必要な路線の抽出、

優先順位の設定を行いました。その後、平成 25 年度に一部管路施設の耐震診断を実施

し、耐震性能が確保できていることを確認しました。また、令和元年度には、下谷ポン

プ場の耐震診断を実施し、耐震性能が確保されていることが確認されました。 

引き続き、その他の施設の耐震性能の確認を行うとともに、必要に応じて、対策（耐

震性能の確保）を行っていく必要があります。 

 

 

出典：首都直下地震等による東京の被害想定 平成 24 年 4 月 18 日公表 

図 16 多摩直下地震（M.7.3）の震度分布予測 

 

表 2 本市ライフラインの被害想定 

 
出典：東久留米市地域防災計画（震災編）（平成 28 年 2 月改訂）  

 

東久留米市付近 
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2）減災対策 

本市では、非常時においても下水道施設の機能を確保するために、「東久留米市公共

下水道業務継続計画（下水道 BCP）」を平成 30 年度に策定し、実行可能なものから速

やかに対策を進め、被害を最小限に抑えるもしくは、早期に復旧させる仕組みを整えて

います。 

大規模地震発災後に行う非常時業務を迅速かつ的確に実施するためには、震災に対す

る職員の意識と災害現場に対する対応力の向上を図り、非常時業務を迅速に実施できる

よう、訓練を行う必要があります。 

近年では、東京都と合同でし尿受入れと情報伝達訓練を実施しております。また、市

の HP では、日頃からの準備と心得や非常持ち出し品、避難所等を示した防災マップを

公開しています。 

引き続き、非常時業務を迅速に実施できるよう、継続して訓練を行うとともに、市民・

事業者との連携のもと、被災時の被害の最小化に努めていく必要があります。 

 

 

図 17 東久留米市公共下水道業務継続計画（地震編）の概要 
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出典：東久留米市防災防犯課（令和 2 年 3 月作成） 

図 18 東久留米市防災マップ 
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（１）河川 

市内には、黒目川、落合川を中心に、その支川である揚柳川（小平排水）、西妻川、出

水川、立野川、弁天川、中溝川の 8 河川が流れています。このうち、環境省の環境基準

類型では、黒目川は A 類型（BOD2mg/㍑以下）、落合川は AA 類型（BOD1mg/㍑以下）

に指定されています。本市では、この 8 河川に水質調査地点 12 箇所を設定し、定期的

に年 3 回の水質調査を行い監視しています。 

下水道の整備以前では、生活雑排水がそのまま公共用水域へ排出されていたことによ

り、河川などの水質が悪化するという状況にありましたが、現在の黒目川および落合川

の水質（BOD）は、環境基準値以下で安定しており、下水道整備初期の昭和 40 年代と

比べて、大きく水質が改善されています。 

引き続き、下水道を適切に維持し、河川水質環境の保全に寄与していく必要があります。 

 

参考：統計東久留米より整理 

注１．BOD とは、水の汚れを表す指標で、一般的には人為的に汚染されていない河川では 1mg/㍑程度です。 

注２．環境基準値については、黒目川は、平成９年に生活環境の保全に関する環境基準の類型を D 類型か

ら C 類型（基準値は 10mg/㍑から 5mg/㍑）に、平成 29 年に C 類型から A 類型（基準値は 5mg/㍑

から 2mg/㍑）に変更されました。落合川は、平成 29 年に新たに AA 類型（基準値 1ｍｇ/㍑）とし

て追加されました。 

注３．昭和 50 年度の落合川については、毘沙門橋での観測結果を示します。 

図 19 本市内主要河川の BOD 観測結果の推移 

 

 

 

      

図 20 河川の汚濁状況の比較（立野川）  

視点③ 水環境の保全 

（平成 7 年当時） （令和 2 年現在） 
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（2）湧水 

本市には、東京都が、湧水の保護と回復を図るため、水量、水質、その湧水にまつわ

る由来、周辺の景観などに優れた湧水を指定した「東京の名湧水（57 選）」の 3 箇所（南

沢緑地、竹林公園、黒目川天神社前）をはじめとする 40 箇所の湧水や、これらを水源

とする黒目川、落合川などがあり、水辺環境に恵まれています。また、環境省において

は水環境保全の一層の推進を図ることを目的として、昭和 60 年に選定した「名水百選」

に加え、新たな名水「平成の名水百選」を選定しており、本市の「落合川と南沢湧水群」

が都内で唯一選ばれています。 

引き続き、下水道として水循環に寄与することで、湧水の保全に努めていく必要があ

ります。 

 

図 21 市内の湧水箇所 

  

図 22 平成の名水百選にも選ばれている落合川（左）と南沢湧水群（右） 
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（3）水辺空間（親水整備） 

黒目川上流域については、緑地、広場や寺社などが点在するとともに、特に最上流部

は、まとまった緑地保全地域に囲まれ、自然環境に恵まれた地域です。本市では、地元

自治会等からの要望や新所沢街道での道路冠水被害も踏まえ、浸水対策と親水機能を両

立するものとして水辺空間の創出を図っています。 

これは、平成 11 年に、「黒目川上流域親水化検討委員会」を発足させ、学識者および

市民参加による計７回の検討会での議論をもとに、親水化計画の提言をいただいたこと

から、黒目川上流域の 2.3km を整備対象とし、国土交通省の「新世代下水道支援事業制

度」の採択を受け、事業を実施したものです。 

引き続き、下水道として、水辺空間を良好に維持し、市民が水とふれあう場の保全に

貢献していく必要があります。 

 

 
参考：黒目川上流域親水マップをもとに加工 

図 23 黒目川上流域親水整備状況 
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参考：黒目川上流域親水マップを加工（写真更新） 

図 24 しんやま親水広場の整備前後の状況 

 

（4）湧水・清流保全都市宣言 

前述の湧水及び清流の保全のため、本市は「湧水・清流保全都市宣言」を宣言してい

ます。また、こうした湧水や清流の保全・回復や水量の確保のため、下水道整備の他、

地下水涵養や雨水流出抑制等を目的とした「雨水浸透施設設置」を推進しており、平成

17 年に「東久留米市の湧水等の保護と回復に関する条例」を制定し、良好な水環境の

確保及び市民の快適で安らぎのある生活に資することとしています。 

なお、本市では、浸透施設の設置促進のため、既存住宅に対して、雨水浸透施設（ます）

の設置に補助金を支給しています。 

浸透施設の設置については、水循環の観点の他、浸水対策にも寄与することから、引

き続き推進してく施策と考えています。 
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図 25 湧水・清流保全都市宣言 

 

 
（つづく） 
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（つづき） 

 

 
図 26 東久留米市の湧水等の保護と回復に関する条例 
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【補助対象者】 

敷地が 1,000 平方メートル未満 

の既存の個人住宅(新築、増築等 

を除く一般住宅)を所有する方 

【補助金額】 

設置状況により、経費の全部 

または一部 

 

 

 

 

※換算屋根面積は 1 基につき 35m2 までとする。 

図 27 本市の既存住宅における雨水浸透施設（ます）設置補助概要 

  

種類 工事費単価 

300 型 26,000 円 

250 型 23,000 円 
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（１）使用料収入見込み（人口予測） 

東久留米市の将来人口について、令和元年の「東久留米市第 5 次長期総合計画策定に

係る主要指標の推計（人口フレーム・財政フレーム）」を基に整理すると、総人口は年々

減少傾向にあります。 

また、生産年齢人口の減少、老年人口の増加が推計されており、少子高齢化社会を迎

えています。 

この今後の人口減少により、使用料収入の減収も予測されることから、より効率的な

事業運営が求められます。 

 

 

参考：東久留米市第 5 次長期総合計画策定に係る主要指標の推計（人口フレーム・財政フレーム）より

データを整理 

図 28 将来人口予測 
 

（2）令和元年度における歳入・歳出の状況 

下水道事業（汚水）における令和元年度の収入は、下水道使用料収入が大半を占め、残

りは一般会計からの繰入金となっています。この一般会計繰入金の約 6.7 億円のうち、基

準外の繰入金（本来、下水道使用料で賄うべき部分）が約 1.8 億円ある状況にあります。 

支出については、今までの建設に使った地方債の返済にあたる起債償還費と維持管理

費が大半を占め、次いで、建設改良費の順となっています。 

視点④ 下水道の安定経営 
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本市の汚水管渠整備は概成し、整備の事業投資のピークは過ぎている状況にあります。

今後は、建設した施設を活用し、事業経営を行っていく維持管理の段階に移行しており、

汚水事業については、独立採算を目指した経営が必要となってきます。なお、雨水事業

については、公費負担であることを踏まえ、投資効果を見極めながら効率的に事業を実

施していくことが必要です。 

  
※例年は歳入歳出差引残高 0 円で決算しているが、令和元年度は公営企業会計移行前年度のため、打切

り決算により収入の方が約 1.8 億円高い 
 

図 29 令和元年度における下水道事業の収支（単位：億円） 

 

（3）経営状況比較 

総務省公表の「下水道事業経営比較分析表（平成 30 年度）」を基に、荒川右岸東京流域下

水道構成市との経営状況の比較を以下に示します。 

なお、本市においては、近隣都市で考慮している建設時における市民・事業者からの受益

者負担金を徴収しておらず、使用料金対象経費の汚水処理原価（資本費）として、建設費の

回収を行っています。 

今後は、効率的な事業実施とともに、経営改善による経営基盤の強化が必要となります。 

 

【東久留米市の経営上の主な特徴（周辺市との比較）】 

・一般家庭用使用料（1 ヶ月20ｍ3あたり）、使用料単価は、近隣都市平均より高く、近隣都

市の中で最も高い指標となっています。 

・汚水処理原価は、近隣都市平均より高く、近隣都市の中で 2 番目に高い指標となって

います。 

・経費回収率は、近隣都市平均より低く、近隣都市の中で2 番目に低い指標となっています。 

・水洗化率は、比較都市の中で最も高く、投資に対して回収が適切に行われていることが想

定できます。  
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表 3 荒川右岸東京流域下水道構成市（近隣都市）との経営状況比較 

 

参考：総務省 下水道事業経営比較分析表（平成 30 年度）より整理 

 

（4）東久留米市財政健全経営計画〔実行プラン〕 

本市では、平成 27 年に「東久留米市財政健全経営計画（計画期間：平成 28 年度～令

和 3 年度）」を策定しました。同計画の実行プランは下水道に関する財政運営の取組に

ついて以下のとおり掲げています。 

同計画の期間内においては、地方公営企業法の適用・公営企業会計化（令和 2 年 4 月

法適用）の取組や下谷ポンプ場の流入区域の縮小について実施しました。また、下水道

使用料について、平成 25 年４月より、料金改定を行った結果、経費回収率の改善が確

認されています。 

本プランとともに策定する「東久留米市下水道事業経営戦略」に基づき、財政健全化

に向けた取組を実現していくことが必要です。 

 

表 4 東久留米市財政健全経営計画〔実行プラン〕に掲げる下水道の取組 

項目 実施概要 

下水道事業への地方公営 

企業法適用、公営企業会計化 

国から下水道事業に関し、事業の経営実態

をよく表すとともに、経理の内容の明確化

や透明性の確保の観点から地方公営企業法

の適用の推進を要請されているため、その

実施に向けた取組を進めていく。 

下水道使用料の見直し 

自主的な下水道施設の維持管理・運営を図

るため、適正な受益者負担による下水道使

用料の設定を図っていく。 

公共下水道施設維持管理等 

の効率化 

下谷ポンプ場流入区域の管きょルートの見

直しを行い、下谷ポンプ場への汚水流入量

を減らすことで、維持管理費の削減を図っ

ていく。 

参考：東久留米市財政健全経営計画〔実行プラン〕より整理 

東久留米市 近隣都市平均 備考

一般家庭用使用料(1ヶ月20m3あたり) [円/月] 2,095 1,684

使用料単価 [円/m3] 139.3 118.2

汚水処理原価 [円/m3] 151.4 111.2

汚水処理原価(維持管理費) [円/m3] 77.5 65.9

汚水処理原価(資本費) [円/m3] 73.9 45.3

経費回収率 [％] 92.0 111.2

経費回収率（公費分控除前） [％] 81.0 104.5

水洗化率 [％] 99.6 99.4

重　要　指　標

値は小さい方が良好な指標

値は大きい方が良好な指標
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2. 用 語 集 
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【あ行】 

●アウトソーシング 

業務の一部を、より専門的な外部の企業などに委託すること。 

 

●一般会計繰入金 

一般会計から特別会計である下水道事業会計へ支出した経費。下水道事業会計に対して

一般会計から繰出すべき資金で総務省により繰出基準が定められている。 

 

●雨水管理総合計画 

下水道による浸水対策を実施する上で、当面・中期・長期にわたる、下水道による浸水

対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、施設整備の方針等の基本的な事項を定め

るものである。 

 

●雨水浸透ます 

雨水ますの底部および側面に穴を開け、その周囲に砂利を敷き並べ、そこから雨水を地

下に浸透させるもの。 

 

●雨水整備率 

雨水計画区域面積に対する整備済み面積の比率。 

 

●汚水処理人口普及率 

行政区域内の総人口に占める処理区域内人口の割合。  

 

●汚泥 

下水処理場などから発生する泥状物質の総称。 

 

●温室効果ガス 

温室効果ガスとは、大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収すること

により、温室効果をもたらす気体のこと。主なものには二酸化炭素、メタン、亜酸化窒

素、各種のフロンがある。 

 

 

【か行】 

●改築 

更新または長寿命化対策により、所定の耐用年数を新たに確保するもの。 
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●環境基準 

国や地方公共団体が公害防止対策を進めるために設定する望ましい環境の質のレベル。

環境基本法第 16 条により「政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染および騒音

に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、および生活環境を保全す

るうえで維持されることが望ましい基準を定めるものとする」と規定されている。 

 

●環境基本計画 

環境基本条例に基づき、環境の保全等に関する目標や施策の方向、環境への配慮の指針

を定めている。 

 

●幹線管渠 

下水の取入れを図る枝線を集め、処理場への導流を図るための管渠。一般に、下水道法

施行令に規定する「主要な管渠」のことで、下水排除面積が 20ha（その構造の大部分

が開きょのものにあっては 10ha）以上の管渠を指す。 

 

●経費回収率 

汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指標。 

 

●下水道事業経営戦略 

下水道事業の財政と経営状況を踏まえ、投資計画と財政計画の収支が均衡する健全な事

業経営の実現を目指し策定する戦略。 

 

●下水道地震対策緊急整備計画 

「下水道地震対策緊急整備事業（平成 18 年度に国が創設）」の実施計画として策定する

ものであり、地域や施設の重要性および地震対策の優先度に基づき，対象とする地域，

計画目標，計画期間，事業内容，実施計画などを定めている。 

（平成 21 年度からは、「下水道総合地震対策事業」） 

 

●下水道使用料 

下水道の維持管理費などの経費に充てるため、下水道管理者が条例に基づき使用者から

徴収する使用料。 

 

●下水道台帳 

下水道法で、その作成と保管が義務付けられている管路施設、ポンプ施設、処理場施設

の位置、構造、仕様および設置時期などを記載した台帳。 
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●下水道の日 

下水道の役割や、下水道整備の重要性などについて理解と関心を深めることを目的とし

た記念日。毎年、下水道について国民の理解と協力を得ることを目的として、全国各地

で様々なイベントが開催されている。 

 

●広域化・共同化計画 

人口減少に伴う使用料収入の減少、職員数の減少による執行体制の脆弱化や既存ストッ

クの大量更新期の到来などの汚水処理施設の事業運営に係る多くの課題を踏まえ、持続

可能な事業運営を推進するための計画。 

 

●公営企業 

上水道その他の給水事業、下水道事業、電気事業、ガス事業、軌道事業、自動車運送事

業、船舶その他の運送事業その他地方公共団体が企業として経営する事業である（地方

財政法第 5 条第 1 項）。 

 

●公共下水道 

主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共団体が管理する下水道

で、終末処理場を有するものまたは流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべ

き排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう（下水道法第２条第３号）。 

 

●公共用水域 

水質汚濁防止法では、「河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供される水域、

およびこれに接続する公共溝きょ、かんがい（灌漑）用水路、その他公共の用に供され

る水路」と規定されている。 

 

●更新 

老朽化した施設や設備の機能を回復させるため、標準的な耐用年数に達した対象施設に

ついて再建設あるいは取り替えを行うこと。 

 

●洪水ハザードマップ 

洪水浸水想定区域図に洪水予報等の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な

避難の確保を図るために必要な事項等を記載したマップ。 

 

●高度処理 

下水処理において、通常の有機物除去を主とした二次処理で得られる処理水質以上の水

質を得る目的で行う処理。除去対象物質は浮遊物、有機物、栄養塩類、その他があり、

各々の除去対象物質に対して様々な処理方式が存在する。 
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【さ行】 

●事業計画（事業認可） 

公共下水道または流域下水道を管理する者は、これを設置しようとするときには、下水

道法の規定により予め 5～7 年の間で実施する予定の施設の配置等を定めた事業計画を

策定し、国土交通大臣または都道府県知事への協議が必要となる。平成 27 年 5 月の下

水道法の改正に伴い、今後の下水道の維持管理を適切なものとするため、事業計画等で

施設の点検の頻度・方法を示すとともに、施設の設置及び機能の維持に関する中長期的

な方針等を示すこととされている。また、都市計画事業として施行する場合には、都市

計画法の規定による認可が必要である。 

 

●資本費 

事業の管理運営に要する経費で、維持管理費に対する用語。減価償却費、企業債支払利

息、資産減耗費などが含まれる。 

 

●修繕 

施設の機能が維持されるよう部分的に補強、取り替えなどにより修復すること。 

 

●受益者負担金 

公共事業の実施により利益を受ける者に対して、その受ける利益の限度において事業費

の一部を負担させるもの。 

 

●処理分区 

予定処理区域を処理場系統別に分割したものを処理区といい、その処理区の一つの汚水

幹線が受け持つ区域を処理分区という。 

 

●新下水道ビジョン 

国内外の社会情勢の変化等を踏まえ、下水道の使命、長期ビジョン、及び長期ビジョン

を実現するため、下水道関係者に対して 10 年程度で取組むべき中期目標を掲げている。

国土交通省が平成 26 年度に策定。 

 

●新下水道ビジョン加速戦略 

新下水道ビジョン策定から約３年が経過し、人口減少等に伴う厳しい経営環境、執行体制の

脆弱化、施設の老朽化など新下水道ビジョン策定時に掲げた課題は一層進行し、より深刻度

を増している。このような社会情勢の変化を受けた新下水道ビジョンを加速させる戦略。 
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●新世代下水道支援事業制度 

下水道の役割として良好な水循環の維持・回復、情報化社会への対応等を積極的に対応する

ことを目的とした制度で、水環境創造事業、機能高度化促進事業の 2 事業から構成される。 

 

●親水機能 

水辺空間が持つ人々が水に親しむ機能。 

 

●水洗化率 

下水道が利用できる人口に対する、実際に下水道に接続した人口の比率。 

 

●ストックマネジメント計画 

長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化進展状況を考慮し、優先順位付けを行っ

たうえで、施設の点検・調査、修繕・改善を実施し、施設全体を対象とした施設管理を

最適化する計画。 

 

●生活雑排水 

一般家庭などからでるし尿以外の排水のことで、台所、洗濯、風呂などからでる排水。 

 

 

【た行】 

●耐用年数 

固定資産がその本来の用途に使用できると思われる推定年数をいう。 

 

●地下水涵養 

降雨・河川水などが地下浸透して帯水層に水が補給されること。 

 

●地球温暖化 

人間の活動により二酸化炭素などの温室効果ガスが大気中に蓄積することにより生じ

る、気温の上昇や降水量の変化などの気象変化。 

 

●地方債 

地方公共団体が資金調達のために借入れることによる債務で、その償還が一会計年度を

越えて行われるものをいう。 

 

●長期総合計画 

市の最上位の計画であり、まちの将来像やまちづくりの方向性を示すとともに、それを

実現するための様々な政策、施策などを定める計画。 
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●長寿命化 

適切な管理を行うとともに、更生工法あるいは部分取り替えなどにより既存ストックを

活用し、耐用年数の延伸に寄与すること。 

 

●都市計画道路 

都市計画法に基づいてルート、位置、幅員などが決められた道路。  

 

●都市計画マスタープラン 

都市計画法に基づき、市町村が長期的な視点にたって定める「市町村の都市計画に関す

る基本的な方針」のことで、市町村レベルの具体の都市計画に対して基本的な方向性を

示す役割を担うもので、市町村が定める都市計画の基本的な指針となるもの。 

 

●土地区画整理事業 

土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および

宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更および公共施設の新設

又は変更に関する事業。 

 

 

【は行】 

●排水区 

排水区域を排水系統別に分割した区域をいう。 

 

●排水分区 

流域下水道区域（排水区）を排水系統別に分割した区域をいう。 

 

●BOD 

生物化学的酸素要求量の略称。溶存酸素の存在のもとで、有機物が生物学的に分解され

安定化するために要する酸素量をいう。水の汚濁状態を表す指標の一つである。 

 

●BCP 

事業継続計画の略称。災害発生時に適切な業務執行を行うことを目的とし、実践的な災

害対応の手順を表したもの。下水道においても BCP を策定することによって、大規模

地震時にも速やかに且つ可能な限り高いレベルで施設機能の維持・回復が可能となる。 

 

●伏越し 

管渠が河川や運河、軌道、道路などの大きな支障物と交差しなければならない場合、そ

の敷設レベルをこれらの底部以下にまで下げてＵ字形に横断すること。 
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●不明水 

下水のうち有収汚水以外のものであり、地下水、直接浸入水などからなる。  

 

●分流式下水道 

汚水用管路と雨水用管路の２つを埋設し、汚水は下水処理施設へ、雨水は川や海に直接

放流する方式。 

 

 

【ま行】 

●マンホールポンプ 

マンホール内に設置した水中ポンプにより揚水して排除する施設。 

 

●水再生センター 

終末処理場に対する東京都の呼称。下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域ま

たは海域に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設およびこれを補完

する施設をいう。 

 

 

【や行】 

●湧水 

地下水が地表に自然に出てきたもののこと。 

 

 

【ら行】 

●ライフサイクルコスト 

ある施設における初期建設コストと、その後の維持管理更新費用などを含めた総費用の

こと。 

 

●流域関連公共下水道 

主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共団体が管理する

下水道で、流域下水道に接続するもの。  

 

 

●流域下水道 

２以上の市町村からの下水を受け処理するための下水道で、終末処理場と幹線管渠から

なる。事業主体は原則として都道府県である。 
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●流域別下水道整備総合計画 

下水道法第 2 条の 2 に基づき、公共用水域の環境基準を達成維持するために都道府県

が定める計画。個別の下水道計画の上位計画となるもので、水利用計画、河川計画など

の関係機関と調整し、関係自治体の意見を聞いて計画案を策定し、国土交通大臣の承認

を受けることとされている。 
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3.東久留米市公共下水道プラン策定経緯 
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公共下水道プランの策定にあたっては、様々な観点での議論が必要とされることから、

「東久留米市公共下水道プラン策定委員会」を設置して検討を進めました。 

 

委員会 日   時 検 討 内 容 等 

第１回 令和元年１2 月２0 日 

・東久留米市公共下水道プラン策定委員

会の設置について 

・今後の進め方等について 

第２回 令和２年 6 月２3 日 

・前期プランの事業進捗 

・下水道事業における現状と課題 

・目指すべき将来像の検討 

第 3 回 令和２年 10 月 13 日 

・次期計画名称について 

・前回からの主な修正点について 

・施策の抽出内容について 

・経営戦略について 

第 4 回 令和２年 11 月 4 日 

・基本理念について 

・前回からの主な修正点について 

・パブリックコメント及び今後のスケジュー

ルについて 

 
令和２年 12 月 16 日

～令和３年 1 月 5 日 
パブリックコメントの実施 

 令和３年 1 月 12 日 パブリックコメントにおける意見の公表 

第５回 令和３年 1 月 20 日 

・パブリックコメントの結果について

（報告） 

・製本のデザインについて 

・今後のスケジュールについて 

  

  
令和３年 2 月 東久留米市公共下水道プラン 策定 
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4.東久留米市公共下水道プラン策定委員会 

設置要綱  
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（設置） 

第１ 東久留米市の下水道事業の指針となる東久留米市公共下水道プランを策定するた

め、東久留米市公共下水道プラン策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２ 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を東久留米市長（以

下「市長」という。）に報告する。 

 （１） 下水道施設の整備に関する事項 

 （２） 下水道施設の維持管理に関する事項 

 （３） 下水道事業の財政に関する事項 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（構成） 

第３ 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。 

（委員長及び副委員長） 

第４ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には都市建設部長を、副委員長には

都市建設部都市計画課長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５ 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。 

３ 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は

資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６ 委員会の庶務は、都市建設部施設建設課において処理する。 

（委任） 

第７ この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

   付 則 

１ この訓令は、令和元年 12 月 4 日から施行する。 

２ この訓令は、第２の規定による市長への報告の日をもって、その効力を失う。  
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別表（第３関係） 

職 名 

都市建設部長 

企画経営室企画調整課長 

企画経営室財政課長 

環境安全部環境政策課長 

都市建設部都市計画課長 

都市建設部道路計画課長 

都市建設部管理課長 
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